
　台風や豪雨などの風水害は、地震と違って事前に
予報があり、対策を立てる余裕があるので、私たち
の心構え一つで被害を少なくすることができます。
　次のような対策で、風水害に備えましょう。

普段からの心掛け　「常に家の修繕と補強を」
・  雨どいや側溝は常に水はけをよくしておく。
      ・  瓦のずれや割れ、トタンのめくれなどは修繕しておく。
・ ブロック塀は、崩れそうなところを修繕や補強して
　おく。

・  家の周りはいつも整理しておく。

台風や豪雨が近付いたら   「情報収集と次の対策を」
・  ベランダの植木鉢、物干しざおなど、飛ばされやす
　いものは室内へ入れておく。

・  いつでも避難できるよう避難袋を
　身近な所に置き、停電に備えロー
　ソクや懐中電灯を用意しておく。

・  浸水の恐れがあるときは、家財道
　具を高いところへ移動させる。

風水害に備えよう

浸水や洪水で危険を感じたら
「警戒レベル4の発令に関わらず率先して避難を」

　河川の増水は早いので、素早い判断と行動が必要
となります。町から出される避難情報に留意しつつ、
高齢者、障がいのある人や乳幼児を連れている人は
早めの避難を心掛けましょう。

・  歩ける深さは、男性で約 70㎝、女性で約 50㎝です。
　水の流れが強かったり、危険だと判断したら無理を
　せず、高所で救援を待ちましょう。

・  服装は、活動しやすく保温性が
　あり、防水効果のあるものにし
　ましょう。

・  はだしや長靴は厳禁です。ひも
　で締められる運動靴を履きましょう。

・  家族全員で、また隣近所と協力して避難するように
　しましょう。

・  高齢者や体の不自由な人がいる場合は、背負う
　などして一緒に避難しましょう。はぐれないよう
　にお互いの体をひもで結ぶと子ども連れでも安心
　です。

6 月 7 ～ 13 日は危険物安全週間

危険物の取扱いに注意しましょう

      令和 2 年度危険物安全週間推進標語
   「訓練で　確かな信頼　積み重ね」

　石油類をはじめとする危険物は、事業所などで幅
広く利用されています。また、私たちの普段の生活で
も、ガソリン、灯油、油性塗料などの危険物を身近に
取り扱うようになっているため、それらの安全管理は
ますます重要になっています。
　最近は、新型コロナウイルス感染症予防のため、消
毒用アルコールを使用する機会が増えています。アル
コールは引火しやすく、発生する可燃性蒸気は低いとこ

ろに溜まりやすいため、家庭や事業所などで使用する
際は次の点に注意してください。

・ガスコンロなど火気の近くで
   使用しない

・容器の設置・保管は直接日光
   が当たる場所や高温になる場所を避ける

・容器を落下させたり、衝撃を与えない
・容器の詰替えをするときは、あふれないよう注意し、
   通気性の良い場所や換気ができる場所で行う
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